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１．はじめに
　文部科学省「特別支援教育の在り方に関する調査研
究協力者会議」は，平成15年３月に「今後の特別支援
教育の在り方について」（最終報告）をまとめ，これ
によって昭和23年盲・聾学校教育の義務化以来55年に
わたって築かれてきた「特殊教育体制」から「特別支
援教育体制」への大きな制度転換の方針が示された。
これまでの特殊教育諸学校や特殊学級などの場におけ
る教育という考え方から，障害のある子ども一人ひと
りの教育的ニーズに応じた教育という考え方への発想
転換が提言され，これからの明確な課題として「障害
のある子どもに対して乳幼児期から学校卒業後までの
一貫した相談支援体制を整備すること」，「これまで特
にサポート体制のなかった小中学校に在籍する発達障
害児に対して新たな教育的支援体制を整備すること」
がクローズアップされた。その結果，これまで特殊教
育の中核的な担い手であった旧盲・聾・養護学校に
は，その人的・物的教育資源の活用によって，学校で
の教育の充実だけでなく，地域の特別支援教育のセン
ターとして，障害のある幼児児童生徒に対する支援体
制の核となることが強く期待されることとなった。
　本学では，大学院教育学研究科附属特別支援教育実
践センターにおいて，当センターの教員と大学院教育
学研究科特別支援教育学講座の教員とが連携し，障害
のある児童生徒に対する教育のリソースとして，現在
広島県内はもとより近畿から九州・沖縄地区までを含
む西日本地方からの相談を受けている。一方，附属東

雲小学校特別支援学級においても，特別支援教育体制
の開始後，校内の相談のみならず，校外からもさまざ
まな相談を受けるようになってきた。例えば，校内の
相談では，保護者からの子どもへの関わり方に関する
悩みや，通学時や放課後のサポートについての相談が
多く，校外からの相談では，保護者からの附属東雲小
学校特別支援学級への進学についてや，特別支援学
級・通常学級を問わず，公立小学校の教師や保護者か
ら，気になる児童への関わり方や支援の方法などにつ
いての内容が増加してきている。しかし，人的資源の
不足から，現状では増加する相談数に十分に対応でき
ていないという課題がある。また，知的障害を専門領
域とする附属東雲小学校特別支援学級では，専門領域
外である視覚障害や聴覚障害などの感覚障害や，近年
増加の一途をたどる発達障害のある児童及びその保護
者などに対する支援も，十分なかたちで実施すること
が困難な状況にある。
　ところで，落合ら（2007）は，本学附属学校園に在
籍する，特別支援学級には在籍しないものの，特別な
教育的支援を必要とする可能性のある児童生徒の実態
と学校における対応についての調査を行った。その結
果，「聞く，話す，読む，書く，計算，推論」に困難
があり，「不注意，多動性―衝動性」や「対人関係の
難しさやこだわり等」を示す児童生徒がのべ６名

（0.45％），「弱視の可能性のある子ども」が４名
（0.14％），「難聴の可能性のある子ども」が３名（0.14％）
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ついては継続的に教育相談を実施した。継続実施して
いる教育相談の頻度は両事例とも月１回程度で，各回
の相談時間は１時間であった。附属東雲小学校特別支
援学級担任教師がコーディネーターとして，来談者，
特別支援教育実践センター教員，附属東雲小学校特別
支援学級担任教師の都合がつく日時を確認し，スケ
ジュール調整を行った。なお，相談場所は附属東雲小
学校特別支援学級の１教室を使用し，相談時間は放課
後とした。

３．成果と課題
（１）米国における特別支援教育の動向
　米国においては2004年にIndividuals with Disabilities 
Education Improvement法（IDEA 2004）が可決され
た。IDEA 2004の目的は，①全ての障害がある児童が
無料で個々のニーズに応じた公教育を受け，将来高等
教育の享受や就職，独立した生活ができるよう準備を
行う，②障害のある乳幼児とその家族を支援するため
の早期教育・支援が，あらゆる専門家や機関が連携し
て行われるよう，それらの機関を管轄する州を財政的
に支援する，③AACなど支援機器の開発や改良，ま
たそれに関わる研究を支援し，教育者や保護者が障害
のある児童生徒の教育効果を高めるために必要となる
機器を保有することができるよう支援する，④障害の
ある児童生徒に対する教育支援効果を評価し，それが
向上していることを常に確認すること，である。
　IDEAの改正について川合（印刷中）は，米国政府
はできるだけ多くの判定・評価ツールを使用し，児童
生徒が特別支援教育に適しているか否かを決定するこ
ととしており，中でも特徴的なのは，児童生徒の学力
や行動面，機能面，環境などの重要な情報を，WISC-
IVやITPA-3，WJ-Ⅲ Achievement Testなどの標準検
査のみからではなく，日常の指導記録や試験の成績な

存在することが判明した。しかし，これらの児童生徒
は，個々のニーズに応じた特別な教育的支援・配慮を
受けていないのが現状である。
　そこで本研究では，特別支援教育分野における教育
相談を実施している特別支援教育実践センター，特別
支援教育学講座，そして附属東雲小学校特別支援学級
の３者が連携し，特別な教育的支援を必要とする，ま
たはその可能性のある児童生徒を主たる対象とした教
育相談業務を実施することとした。これにより，①広
島大学附属学校園における望ましいセンター的役割に
ついて，②特別支援教育実践センター，特別支援教育
学講座，附属学校園３者の望ましい連携のあり方につ
いて，を明らかにすることを本研究の目的とした。

２．研究の方法
（１）文献レビューの実施
　日米の特別支援教育の動向，特に，センター的役割
や教育相談業務，特別支援教育コーディネーターの役
割に関する理論的検討を行う一方，日本におけるこれ
らの役割や業務に関する現状や課題を明らかにすると
ともに，特別支援教育実践センター，特別支援教育学
講座及び附属東雲小学校特別支援学級が現在有してい
る物的・人的リソースを有効活用し，現状の人員で効
果的に相談業務を実施するための望ましいあり方につ
いて探った。

（２）教育相談業務の試行
　本研究における教育相談業務の試行形態について
は，附属東雲小学校特別支援学級担任教師による教育
相談業務に加え，特別支援教育実践センター及び特別
支援教育学講座の教員を，巡回相談員として，要請に
応じて附属東雲小学校に派遣し，附属学校教員と大学
教員とが連携し，教育相談業務の試行を実施した。
　本試行の実施に先立ち，附属東雲小学校特別支援学
級の公式ホームページに，「教育相談では，必要に応
じて広島大学大学院教育学研究科特別支援教育学講座
及び広島大学大学院教育学研究科附属特別支援教育実
践センター等と連携していきます。」との文言を掲載
し，本研究プロジェクト実施の告知を行った。
　なお今年度，特別支援教育実践センター，附属東雲
小学校特別支援学級及びこれらの組織が連携して実施
した教育相談件数を表１に示す。このうち，特別支援
教育実践センターと附属東雲小学校特別支援学級が連
携して実施した教育相談件数は延べ８件（５事例）で
あり，幼稚園児３名と公立学校に在籍する小学生１名，
私立学校に在籍する高校生１名であった。幼稚園児に
ついては１回のみの面談であり，小学生及び高校生に

表１　平成20年度に実施した教育相談延べ件数（件）

実施者
障害種

特別支援教育
実践センター

附 属 東 雲 小
特別支援学級

左 記 両 者 の
連携よる実施

視覚障害 120（120） 0　　 0　　
聴覚障害 37 （37） 0　　 0　　
知的障害 115（115） 53　 　 4（4）
肢体不自由 23 （23） 0　　 0　　
言語障害 175（175） 0　　 0　　
発達障害 419（419） 3（3） 4（4）
その他 37 （37） 0　　 0　　
計 926（926） 56（3） 8（8）

註１）相談件数は平成21年１月15日現在
註２） 特別支援教育実践センターの教育相談件数は

特別支援教育学講座の教師による実績も含む
註３） カッコ内は附属東雲小学校に在籍しない児童

数（内数）を示す
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は，①教師やその他専門家による読み書き能力等のス
クリーニングテスト，②教師による確かな指導戦略と
アプローチの適用，③継続的なカリキュラムを基礎と
したアセスメントと進歩のモニタリング，そして④ア
セスメント結果に基づく個別の指導，が実施される。
　（b）第２層（判定・評価に基づく教育的介入とそ
のモニタリング）：第１層における教育的介入の実施
にもかかわらず，子どもの困難が改善しないとき，通
常のカリキュラムに加えて，より重点的な教育的介入
が行われる。通常少人数による指導が実施される。こ
の教育的介入は，第１層以上の期間を要するものの，
学年を超えない期間と考えられている。この段階では，
学校は教育的介入の計画を作成し，保護者と面談して
計画について説明し，了承を得ることが望ましいとさ
れている。第２層においては，具体的に以下の内容が
実施される。①カリキュラムを基礎とした評価を実施
し，引き続き支援の必要な子どもを明らかにする，②
学校全体の連携により，小集団指導及び個別のニーズ
に焦点を当てた指導を実施し，必要に応じて外部専門
家の支援を受ける，③子どもの進捗状況を頻繁にモニ
タリングして教育的介入の効果を高める，④保護者に
子どもの状況及び教育的介入とそのモニタリングにつ
いて知らせる，⑤教育的介入やモニタリングについて
通常学級担任教師に対して支援を提供する。
　（c）第３層（障害の判定と特別な教育的ニーズに応
じた教育）：子どもの困難に焦点を当てた集中的な個
別による指導が行われる。この指導を実施したにもか
かわらず，子どもの困難が改善しないときは，特別支
援教育対象児として判定する。第３層における指導と
モニタリングの実施責任者については，通常学級担任
教師の場合もあれば，特別支援教育担任教師の場合も
ある。各層における子どもに対する教育的介入の記録
は，専門家チームの協議に諮られ，個別の指導計画が
作成される。第３層においては，具体的に以下の内容
が実施される。①障害があるか否かを判定するために，
総合的な評価を実施することの了承を保護者から得
る，②第１層及び第２層におけるデータとともに，標
準検査を含む多様なアセスメントを実施する，そして，
③リソースルームにおける，組織的・集中的な個別ま
たは小集団指導を実施する。
　RTIについて特に注目すべき点は，第１層及び第２
層において，通常学級担任教師と特別支援教育担任教
師の協働によるアセスメントやモニタリング，支援が
行われ，第３層においては特別支援教育担任教師ある
いは通常学級担任教師と特別支援教育担任教師の協働
による教育的介入が実施されることである。当然，従
来から通常学級担任教師と特別支援教育担任教師の連

どから得ることにより，通常学級において児童生徒の
成功を最大限に導くことを推奨していると述べてい
る。IDEA 2004では，LDの可能性がある児童生徒の
判 定・ 評 価 手 段 と し て，Response to Intervention

（RTI）を使用することを推奨している。これは，全
児童生徒に対して何らかの形でアセスメントを実施
し，最初の段階として，通常教育においてつまずく可
能性のあるリスク児すべてに早期教育を行うことを意
味している（図１）。
　IDEA 2004は，地方教育委員会が特別支援教育予算
の15％までを早期教育にかかわるあらゆる活動に対し
て使用することを許可している。なお，現時点では
RTIの実施により，適切で効果的な早期教育が促進さ
れるかについて証明するには至っていない（海津，
2005; 川合，2005; Fuchs & Fuchs, 2006; 清水，2008）
ものの，従来の“wait to fail”モデル，つまり児童生
徒の学習面の遅れなどが顕著に表面化するまで対策を
講じないのではなく，“early warning”モデル，つま
り早期発見により，児童生徒の学習面の遅れなどが顕
在化する前に教育的介入を実施する点は，大きく評価
されなければならない。
　なお，清水（2008）はRTI ３層モデルについて，以
下のようにまとめている。
　（a）第１層（通常教育における質の高い教育的介入
と支援）：前年度学期末の成績や学力テスト等でリス
ク児が発見されたとき，リスク児はまず，通常学級内
で通常のカリキュラムを履修しながら，必要に応じて
通常学級担任教師による補充学習を受け，カリキュラ
ムを基礎にした評価法によりその学習進捗度がモニタ
リングされる。この補充学習期間は，一般的には８週
間を超えない期間と考えられている。第１層において

図１　RTIによる教育的介入や支援体制の階層
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コーディネーターで，その多くは学年主任や特別支援
学級担任，通級指導教室担任を兼任している。
　また廣瀬は，小中学校における校内委員会の活動に
ついて，①障害のある児童生徒を含め，特別な支援を
必要としている子どもの実態把握をすること，②実態
把握で挙がってきた子どもの具体的な指導や支援を検
討し評価すること，③特別支援教育を推進するための
校内研修の充実を図ること，④保護者や専門機関との
連絡調整に関すること，が求められると述べている。
　多くの事例を見る限り，校内支援体制の構築や推進
に困難を抱えている学校は，特別支援教育コーディ
ネーターにすべての業務が集中しており，なおかつ通
常学級担任教師は，特別支援学級に在籍している児童
生徒のみならず，通常学級に在籍している特別な支援
が必要な，あるいはその可能性のある児童生徒につい
ても，学級経営上負担になる存在としての意識はある
ものの，その児童生徒に対する支援は，特別支援教育
コーディネーターが担当すべきであり，通常学級担任
教師が率先して問題解決に当たらねばならないという
意識が薄い。一方，校内支援体制の構築や推進に成功
を収めている学校は，特別支援教育を通常教育の連続
体と考え，すべてを特別支援教育コーディネーター任
せにせず，通常学級担任や管理職も積極的に研修に参
加して特別支援教育について学習し，自分が経営する
学級の児童生徒の実態把握に努め，相互に協働するこ
とにより，いわば「支援のユニバーサルデザイン化」
を目指している（青山，2006；初谷，2008；池本ら，
2007；大沼，2007；下無敷・池本，2006）。

（３）教育相談業務の試行
　特別支援教育実践センターと附属東雲小学校特別支

携の重要性については強調されていたが，具体的には
通常学級または特別支援学級における子どもの様子を
把握するための情報交換やIEPミーティングに参加す
る程度のものであり，「連携」はなされていたものの，

「協働」にまでは至っていなかった。その点，特別支
援教育担任教師のみならず通常学級担任教師が適切な
アセスメントを行い，特別なニーズが必要になる可能
性のある子どもをモニタリングし，積極的に支援を実
施する体制は，今後日本が目指す特別支援教育の方向
性と合致している部分がある。

（２）日本における特別支援教育の動向
　日本における特別支援教育の動向については，文献
も多く，本稿ではその詳細には触れないが，前章でも
述べた通り，障害のある子どもの一人ひとりの教育的
ニーズに応じた教育という考え方が提言され，中でも
①障害のある子どもに対して乳幼児期から学校卒業後
までの一貫した相談支援体制を整備すること，②これ
までは特にサポート体制のなかった小中学校に在籍す
る発達障害児に対して新たな教育的支援体制を整備す
ることが今後の課題として示された（文部科学省，
2003）。その結果，旧盲・聾・養護学校には，地域の
特別支援教育のセンターとして，障害のある幼児児童
生徒に対する支援体制の核となることが強く期待され
ることとなった。
　一方，小中学校においては，障害のある児童生徒や
通常学級に在籍する発達障害等の児童生徒を含めて，
教育的ニーズに応じた適切な支援を行うために，校内
支援体制を構築し，校内委員会を設置して活動を推進
している（廣瀬，2007）。この校内支援体制の構築や
推進にかかわる者が，小中学校における特別支援教育

図２　児童生徒及びその家族の全体像を把握するためのインタビューツール
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　上記のツールに加え，保護者が持参した標準検査の
結果や学校のノートや記録，学力テストのプリントな
ど，困りごとの「根拠」となる資料や手がかりを照ら
し合わせ，その子どもについての詳細な実態把握に努
めるとともに，個別の指導計画のもととなる資料づく
りに取り組んだ。今後はこれらの資料をもとに在籍校
とも連絡調整を図り，具体的な個別の指導計画や個別
教育支援計画の立案に向けた準備を行う予定である。

４．ま と め
（１）�広島大学附属学校園における望ましいセンター

的役割
　附属学校園に在籍しない幼児児童生徒及びその保護
者に対して積極的に教育相談業務を実施するには人的
にも予算的にも困難であり，なおかつ相談場所の確保
も課題だが，本研究のように，子どもに対する直接的
な支援よりも保護者に対するコンサルテーション的な
要素を含む支援であれば，月に１回程度の頻度で，特
別支援教育実践センター，特別支援教育学講座，附属
東雲小学校特別支援学級というリソースを有効活用し
ながら教育相談業務を実施することが可能であると考
えられる。相談の実施に当たっては，今回のようなニー
ズベースによる相談形態も考えられるが，予め日程や
対象となる障害種別を対象者に告知し，特別支援教育
実践センター，特別支援教育学講座，附属東雲小学校
特別支援学級の３者による特別支援教育相談会を実施
することも可能であろう。
　今後の方向性としては，上記のような校外支援の継
続とともに，校内支援体制の確立・拡充を目指す必要
があると考えられる。落合ら（2007）が述べているよ
うに，特別支援学級に在籍していない附属学校・園の
在籍幼児児童生徒の中にも，特別な教育的ニーズのあ
る，あるいはその必要性があると考えられる者は在籍
しており，附属学校園の通常学級担任教師や通常学級
で教育実習を行う学生にとっても特別支援教育は「他
人事」ではなくなっている。例えば宇都宮大学教育学
部附属学校園や筑波大学附属坂戸高等学校では，特別
支援教育を通常教育の連続性に位置づくものとして捉
え，大学教員やその他専門家と連携し，特別支援教育
体制の構築と運営を先駆的に実施しており，大きな成
果を上げている（池本ら，2007；初谷，2008）。
　広島大学附属学校園における校内支援体制の確立・
拡充に向けた取り組みを実施することにより，RTIの
ような通常学級担任教師と特別支援教育担任教師との

「協働」が芽生え，障害の有無に関係なく，目の前に
いる幼児児童生徒に対する最適な支援のあり方を探る
契機となるものと考えられる。

援学級が連携して実施した教育相談延べ８件（５事例）
の教育相談業務について報告する。今回の試行に参加
した来談者は，いずれも附属東雲小学校に在籍しない
幼児児童生徒であったため，RTIモデルの適用による
校内支援体制の在り方について検証することは不可能
であったが，５事例の中で継続的に相談活動を実施し
た２例のうち，１例（高校生）に関しては，広島県内
Ａ病院からのReferralを受けていたことから，その病
院の医師（耳鼻咽喉科医）や言語聴覚士と密に連絡を
取りながら，教育相談を実施した。しかし，相談回数
の実績が少ないことから，生徒の在籍校との連絡調整
は開始していない。残り１例（小学生）についても，
保護者から直接相談があったケースであり，なおかつ
相談回数の実績も少ないことから，現時点では，在籍
校との連絡調整は開始していない。
　いずれの事例についても，まず保護者，附属東雲小
学校特別支援学級担任教師，特別支援教育実践セン
ター教員の３者が支援会議を実施し，児童生徒の相談
内容や彼らの実態について共通理解を図った。まず，
児童生徒の全般的な実態把握をするために，コロラド
大学附属子ども言語・学習センターで使用されている

“Pathways: A Family Journey”を日本語訳したイン
タビューツールを使用した（図２）。このツールは，
児童生徒のみならず，その家族や周囲との関係や状況
を把握するには有効である。
　まず，中央の楕円「＿＿さんについて」を質問する。
この質問項目では，障害や困りごとに限定せず，子ど
もについて，とにかく何でもよいので保護者に話させ
る。この項目の狙いは，子どもについての全般的情報
を得るだけでなく，保護者がどの程度客観的に自分の
子どものことを把握できているか，保護者の障害受容
はどの程度か，支援者側に対して防御的か，などを把
握することにある。例えば自分の子どもについてネガ
ティブなことしか話せない保護者であれば，障害受容
が低く，子どもの課題ばかりに目が行き，長所を見る
ことができていないなどと推測することができる。そ
の後，得意なことや好きなこと・嫌いなこと，家族の
支えとなっている人や相談場所など，楕円の周辺に記
されている質問項目すべてについて尋ねる。
　このツールを使用することにより，子どもの全体像
やその子どもが暮らす環境，そしてその子どもを含め
た家族全体が置かれている状況などを端的に把握する
ことができ，また保護者も，相談者は自分の子どもの
障害についてのみ関心があるのではなく，障害を含め
た子どもの全体像や保護者が置かれている状況にも関
心を抱いていると考えるようになり，保護者側と相談
者側との相互信頼関係の早期構築にも役立つ。
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（２）�特別支援教育実践センター，特別支援教育学講座，
附属学校園３者の望ましい連携のあり方

　まず，附属学校園における校内支援体制づくりの足
掛かりとして，附属学校園教職員向けの校内研修会を
実施し，特別支援教育の理念や各障害に関する知識を
高める必要がある。今年度は本研究の関連事業として，
特別支援教育学講座教員による公開研究会を附属東雲
小学校にて実施し，事例検討や講演を行うことにより，
教職員の資質向上を目指した。今回は公立学校教職員
対象の研究会だったが，今後は校内対象の事例検討会
や講演会などの研修体制を充実させる必要があろう。
　また，附属三原学園においては，特別支援教育実践
センター教員が附属三原学園教職員の特別支援教育研
修事業に参画し，講演会や勉強会，事例検討会を行う
とともに，学級に「気になる子ども」が在籍する教師
からの相談を受け付けるなど，RTIの基盤づくりを実
施した。今後もこのような研修を継続させるとともに，
他の附属学校園についても同様の校内支援体制の構築
を行うことにより，附属学校園で統一された支援体制
の構築を目指す必要がある。これにより，将来的には
各附属学校園にコーディネーター的役割を含めた校内
支援体制についての権限移譲を行い，各校がその実情
や地域性に応じた支援体制を整え，特別支援教育実践
センター及び特別支援教育学講座は，附属学校園から
の要請に応じてコンサルテーションを行う連携体制へ
の移行を目指すことが望ましいと考えられる。
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